
 
 

 

子供たちが運動を楽しめるように 

校長  泉 﨑 春 海  

  

晩秋のぬけるような青空の下、休み時間には、たくさんの子供たちが元気に遊ん

でいます。南校庭では、やわらかな芝生の上を思いきり走って鬼ごっこをしている

子供たちの姿があります。北校庭に目を向けると、ボール遊びに夢中になっている

子供たち、鉄棒でいろいろな回り方に挑戦している子供たちの姿も見られます。 

 本校では、子供たちの運動する機会の少なさや「新体力テスト」から分かった体

力的な課題を解決するために、練馬区教育委員会教育課題指定校として『運動を楽

しむ児童の育成～できる喜びを味わわせる体育指導～』をテーマにしてこの２年間

研究を進めてきました。 

 昨今、子供たちの体力低下が問題になっており、運動する子供とそうでない子供

の二極化の傾向も指摘されています。ゲーム等家での遊びが増え、子供たちが安全

に遊ぶことができる場所も限られるなど、様々な理由で子供たちが体を動かす機会

は減っています。 

そこで、私たちは体育科の授業を充実させて、子供たちが授業の中で、「できた」

「楽しかった」という運動経験を重ねることで運動が好きな子供を増やしていきた

いと考えました。そのために、子供たちが自分に合っためあてをもって学習できる

ようにしたり、子供たち自身がルールを工夫して運動をできるようにしたりするな

どの工夫を行ってきました。 

また、休み時間には、週１回『全校一斉運動遊び』の時間をつくることで、子供

たちが様々な運動経験を通して遊びの幅を広げることができるようにしてきまし

た。『全校一斉運動遊び』を行う中で、自分が今までやったことのない遊びを体験

して、日常的な運動につなげたいと考えたのです。 

来る１１月２０日（金）１３：００から研究発表会を行い、今までの研究成果を

発表いたします。当日は、『全校一斉運動遊び（全児童）』『公開授業（体育４学級 

保健２学級）』を行った後、研究発表と講演会、パネルディスカッションを行いま

す。講演会の講師として、弁護士 菊地 幸夫 先生をお招きして『運動の楽しさ

と生涯スポーツ』の演題でご講演をいただきます。 

保護者の皆様、地域の皆様には、是非ご来校いただき、子供たちの体育授業を見

ていただくとともに、講演会にもご参加いただきたいと思います。ご参観お待ちし

ております。 
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 【１１月行事予定】 

日 曜 行  事  予  定 日 曜 行  事  予  定 

１ 日  １７ 火 ４時間授業 校区別協議会（高松小） 下校 1:15 

２ 月 全校朝会 委員会活動 １８ 水  

３ 火 
文化の日 
なわとび記録会（練馬小） １９ 木 体育集会 研究発表会前日準備 

４ 水 ４時間授業 就学時健診 下校 1:00 ２０ 金 研究発表会 作品展（平面） 

５ 木 児童集会 ２１ 土  

６ 金 カスガモランド 児童面談終 ２２ 日  

７ 土  ２３ 月 勤労感謝の日 

８ 日  ２４ 火 歌声旬間始 

９ 月 全校朝会 クラブ活動 ２５ 水 薬物乱用防止教室（６） 

１０ 火 安全指導 ２６ 木 児童集会 個人面談始 ５時間授業    

１１ 水  ２７ 金 個人面談 ５時間授業    

１２ 木 音楽集会 ２８ 土  

１３ 金  ２９ 日  

１４ 土 
学校公開 学習発表会（５） 作品展（平面） 

避難訓練 防災訓練 下校 12:15 
３０ 月 

全校朝会 連合音楽鑑賞教室（５） 

個人面談 ５時間授業    

１５ 日  
  

１６ 月 全校朝会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 避難訓練・総合防災訓練  ◇ １１月１４日（土）３・４校時 

緊急地震速報を聞いて避難をする訓練をします。その後、「保護者と教職員の会」、「避難拠点

運営委員会」の皆様にご協力をいただき総合防災訓練を行います。 

１･２年生は煙ハウス体験･避難グッズ見学･紙芝居、３･４年生は初期消火訓練･DVD 視聴、５･

６年生はバーナー・発電機・投光器・応急救護体験など、様々な体験や訓練を行います。 

防災について考えるよい機会となってほしいと思います。 

◇ ふれあい月間 ◇ 

１１月は「ふれあい月間」です。東京都教育委員会では、６月、１１月、２月を「ふれあい月間（い

じめ防止強化月間）」と定めています。いじめや不登校、暴力行為等の問題行動は、継続して解決の

ために取り組んで行く必要があります。 

そこで年３回実施する「ふれあい月間」において、「いじめの防止等」「不登校の予防等」「暴力

行為の防止等」について取組を推進することを目的に実施しています。 

 本校でも、11 月の第 2 回「ふれあい月間」にあたり、『児童アンケート』、『児童との面談』な

どを実施します。また、いじめ等の未然防止のため、道徳授業の充実、学級活動の実施、全校朝会で

の講話など、学校の教育活動全般において指導をしていきます。 

◇ 個人面談 ◇ １１月２６日（木）･２７日（金）･３０日（月）･１２月１日（火）･３日（木） 

上記の日程で個人面談を行います。学校での様子や、ご家庭での様子について、情報交換するよ

い機会にしたいと考えています。詳細は別紙プリントおよび学年だよりをご覧ください。ご多用の

とは思いますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 


